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教えて！土手内さん
相続税等で土地を評価する方法として 「広大地」 という評価方法がありました。
広い土地をいくつかの区画に分けて分譲することを想定したものであり、宅地の開発費用や
敷地内道路（いわゆる潰れ地）による価値の低下などを考慮しています。

広大地評価では、土地の面積に応じ比例的に減額する評価方法であったため、
取引価格と相続税評価が大きく乖離している事例が多くありました。

広大地評価だと、面積が同じなら
評価額は同じでした。

広大地評価が廃止され、平成30年1月1日より 「地積規模の大きな宅地の評価」 が新設され
ました。

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏（首都圏、近畿圏、中部圏）においては500㎡以上、
その他地域においては、1,000㎡以上の面積の宅地のことをいいます。
ただし、宅地分譲開発ができる区域を除いた市街化調整区域や工業専用地域にある宅地、
もしくは容積率が400％（東京23区は300％）以上の地域に所在する宅地などは対象外です。

新設された評価方法は、評価対象地の形状・面積に基づき評価する方法を取り入れると共に
地区区分や都市計画の区域区分等を基に判定できるよう明確化しています。
評価額は、 「路線価 × 面積 × 補正率 × 規模格差補正率」 により算出します。

新設された評価方法により、従前の広大地補正率と比べ約2～3割の減少幅に縮小し、
対象地の評価額が上がることになります。
反対に、土地の形状を加味した補正率で算出するため、あまり形状のよくない土地は
評価額が下がる可能性もあります。

2023年 9月号

～地積規模の大きな宅地の評価とは～


